
Ⅱ　人権施策の推進に向けた推進計画

　　１．推進するための条件整備

事業名 事業の内容 所管課 ２３年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市人権施策推
進本部等の設置

市長を本部長とする田辺市人権施策推進本部を設置し、
田辺市人権施策基本方針に基づき、全庁的に人権教育・
啓発を推進する。

人権推進課 田辺市人権施策基本方針に基づき策定した田辺市人権施
策推進計画について全庁的に取り組んだ。

特になし。 平成２４年度も継続実施。懇
話会の意見を受け、今後の施
策に反映させる。

田辺市人権擁護連
盟との連携及び事
務局

５つの支部からなる田辺市人権擁護連盟と連携する。ま
た、事務局として市民の主体的な人権意識の向上や啓発
活動を支える。

人権推進課

各行政局総務
課

平成２３年６月１２日に、５支部・約２６０名からなる
田辺市人権擁護連盟理事総会を開催し、年間の事業計画
や予算について承認決定した。各種会議、理事研修会を
開催し、組織としての一本化に努め、広報紙の発行を引
き続き行った。各支部では、それぞれ独自に講演会や啓
発活動を行い、市民の人権意識の向上に努めた。

特になし。 平成２４年度も継続実施。

紀南地方人権推進
連絡協議会との連
携及び事務局

本協議会は、田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町、串
本町の人権団体で組織され、各団体相互の連絡協調を図
り、紀南地方における人権啓発の振興と充実に寄与する
ことを目的として、人権活動の取り組みや支援、各種研
修会等を実施する。

人権推進課 人権週間、人権擁護委員の日の一斉啓発活動の実施。
「防災と人権」をテーマにした研修参加。県人権啓発セ
ンター等が企画、実施する事業に参加、参画等を行っ
た。

自治体単位だけでなく、
広域での人権啓発活動に
ついて検討する必要があ
る。

平成２４年度も継続実施。

田辺人権擁護委員
協議会田辺部会と
の連携及び事務局

法務大臣から委嘱された田辺市内２１名の人権擁護委員
による組織で、人権特設相談の実施、小学校での人権教
室、各種啓発、各種研修、委員相互の研鑽を図る。

人権推進課 人権の花運動や人権作文の応募依頼。人権擁護委員の日
や人権週間における街頭啓発。企業訪問。人権相談の開
設。人権教室を旧田辺市で１校、行政局管内で１校実
施。「人権の花、紙ふうせん打ち上げ事業」を実施。田
辺市人権教育啓発推進懇話会、紀南こころの医療セン
ター人権擁護推進委員会、田辺市児童問題地域協議会等
への委員としての参加。

特になし。 平成２４年度も継続実施。

田辺市人権教育啓
発推進懇話会

適切な人権施策の取組が行われるよう、人権施策推進計
画についての評価、課題等について田辺市人権教育啓発
推進懇話会で審議する。また、必要に応じて社会の変化
に伴って新たに生じてくる人権課題を審議する。

人権推進課 平成２３年１１月２８日に懇話会を開催し、田辺市人権
施策推進計画の平成２２年度推進状況と新規事業計画等
について審議を行った。

人権施策推進計画につい
ての意見を、今後の施策
に活かして行く。

平成２４年度も継続実施。

和歌山県人権啓発
活動ネットワーク
協議会への参画

県内に所在する人権啓発にかかわる機関等が連携・協力
関係を確立し各種人権啓発活動を総合的・効果的に推進
することを目的とする組織で、和歌山地方法務局、県、
市町村、和歌山県人権擁護委員連合会、和歌山県人権啓
発センターで構成。さらに県下は２ブロックに分かれて
いて、田辺市は、みなべ町から新宮市までの紀南地域
ネットワーク協議会に属している。

人権推進課 平成２３年９月２０日に、和歌山地方法務局田辺支局で
事務打合せ会を開催。管内各市町の人権啓発に係る取組
について情報交換を行った。

県下２ブロックに分かれ
ており、ネットワーク協
議会全体として目立った
活動はない。全般的に関
係機関相互の連携が希薄
であるため主担当の和歌
山地方法務局のリーダー
シップが望まれる。

平成２４年度も継続実施。

学習教材の開発等 市民の学習ニーズや課題に応じ、視聴覚教材の整備に努
め、市のホームページで掲載する。また、公民館等で人
権学習を実施しやすいように、独自の学習教材の作成に
努める。

人権推進課 視聴覚教材として、高齢者問題、女性問題、同和問題な
ど６本のＤＶＤを購入した。平成２３年度の貸出本数は
１７本。

貸出だけでなく、企業な
どの人権研修でも必要に
応じて使用して行きた
い。

平成２４年度も継続実施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種意識調査 田辺市独自の意識調査としては、合併前の平成３年に
「いまここに起つ」と題された同和問題意識調査報告書
をまとめ、県では平成８年と平成13年に「同和問題に関
する和歌山県民意識調査」がまとめられている。市単独
での人権に関する意識調査については予定していない。
県が「人権に関する県民意識調査」を実施する際、市と
しても協力する。

人権推進課 特になし。
参考として、平成２３年４月に第１次総合計画の後期基
本計画策定に係る市民アンケート調査の集計結果が出さ
れ、そのなかで「あなたの人権は守られていると思いま
すか。」という問いに、６８．１％の人が守られている
と思うと回答。

特になし。 平成２４年度は意識調査等の
調査予定はない。

人権を考える集い 田辺市人権擁護連盟等各種団体と連携しながら、多くの
一般参加者が得られるように努める。

人権推進課 平成２４年２月２５日（土）紀南文化会館小ホールで開
催。　参加者約２００名。
・講演会　「家庭で、職場で、災害から命を守るコツ～
あなたが生きているからわたしたちは幸せなのです～」
　　　　講師　尾下義男さん（危機管理アドバイザー）
・コンサート　「こだまするこころ～金子みすゞのまな
ざし～」　歌手　ちひろさん

一般参加者の参加増が課
題である。

平成２４年度も継続実施。

人権学習指導者
養成講座

人権教育・啓発を進めるにあたって指導的立場にある方
を対象とした研修会を開催する。

生涯学習課 平成２４年１月２１日（土）、紀南文化会館・小ホール
において、地域の人権教育・啓発の指導的立場にある、
公民館長、生涯学習（人権）推進員、公民館主事、人権
擁護連盟理事を対象とした研修会を開催した。テーマを
「防災と人権」とし、東日本大震災と台風１２号豪雨災
害を踏まえた人権に係わる視点によるシンポジウムを
行った。参加者数は１３２名。

各公民館、地域で活動す
る人権教育・啓発の指導
者を一同に集めた研修を
実施し、当地域でも近い
将来、発生が想定される
大災害を見据えた人権問
題についての共通理解を
図ることができた。

今後も、指導者を対象とした
研修については、継続的に実
施していく。

　

同上 同上 人権推進課 平成２３年４月４日（月）に市職員研修会を開催した。 将来、指導的立場になる
新任職員に、人権に関す
る概要研修を行った。

平成２４年度も継続実施。

各学校における、
保護者対象の教育
講演会

各学校の実状に応じて教育講演会等を開催し、保護者に
対し様々な角度から人権の啓発を行う。

学校教育課 各学校の実状に応じて教育講演会等を開催し、保護者に
対して様々な角度から人権啓発を行った。

児童生徒の人権意識の向
上を図るには、保護者の
人権意識の向上が必要不
可欠である。各学校で行
われる教育講演会は、研
修を受ける機会の少ない
保護者にとっては大変有
意義であり、人権意識の
向上に繋がっている。参
加者数が少ないのが課題
である。

平成２４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

同上 同上 生涯学習課 全２９の小学校において、保護者学級を開催。述べ参加
者数は５，１９１名。

人権に関する視点を幅広
く持ちながらテーマを設
定し、各校において計画
を立てた上で、保護者学
級を開催することができ
た。

子どもを育てるという視点を
踏まえ、各校の保護者が興味
関心をもっていただける内容
の、保護者学級を実施してい
くものとする。

広報田辺の活用 広報田辺での講演会や研修会への参加の呼びかけや、
「人権週間」をはじめとする強化期間などに広報活動を
行う。「人権コラム」掲載を検討する。

人権推進課 ・平成２３年５月号で男女共同参画懇話会委員を募集。
・平成２３年６月号で男女共同参画週間を啓発。
・平成２３年１１月号でＤＶ（ドメスティック・バイオ
レンス）についてのお知らせ。
・平成２４年２月号で「人権を考える集い」や「たなべ
人権フェスティバル」、男女共同参画講演会の広報を実
施した。

当地方の特色を活かした
内容で掲載に努めたい。

平成２４年度も継続予定。

同上 同上 企画広報課 　担当課から掲載依頼があった場合、情報ボックス欄や
お知らせワイド欄で記事を掲載し、市民に対する人権啓
発を行った。

紙面における文章や写真
の取扱いについては、常
に人権尊重を念頭に置き
ながら、個人情報の保護
や文章表現等に十分な注
意を払っている。また、
人権啓発を効果的、継続
的に行うには、掲載内容
がマンネリ化しないよ
う、紙面の工夫を行う必
要がある。

平成２４年度においても、広
報紙による積極的な啓発を行
う。

　　２．人権の視点に立った行政の推進

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各課での共通の取
組

☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

人権推進課 人権相談を受ける場合には、できるだけ相談者の立場に
立って懇切、丁寧に相談内容を聞き取り、基本的に複数
人で行っている。個人情報が記載された不必要な用紙は
シュレッダーにかけ、また、住宅新築資金等貸付金の償
還台帳等は、カギをかけて保管している。課内協議を通
して人権問題の理解を深める。

特になし。 平成２４年度も継続実施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

男女共同参画
推進室

男女共同参画を推進する上では男女の人権の尊重が最も
重要であるため、相手の立場に立った応対や個人情報の
保護など人権の尊重については、常に心に留め職務を遂
行している。職員は、男女の性別にかかわりなく、個人
が持っている能力を十分発揮しながら業務に取組んでお
り、また、男女共同参画センターでは人権に関する講
座・講演会も開催しているため、学習を深めることがで
きた。

男女共同参画センターで
開催する講座・講演会に
ついては、職員だけでは
なく、市民に対しても人
権について学習を深める
良い機会となっている。

平成２４年度も継続実施。

同上 ☐相手の立場に立った応対に心がける。
☐性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

企画広報課 　広聴広報業務を実施する際には、情報の提供や個人情
報の保護など、常に市民の人権の尊重を念頭に置き取り
組んでいる。特に、未来ポストをはじめとする広聴業務
の遂行に当たっては、庁内における個人情報の取扱いに
ついて指導徹底を行っている。
　また、各種統計調査においては、氏名や連絡先をはじ
め、年収や保有している住宅・土地の状況など、統計調
査にご協力いただいた方々の個人情報の保護に十分注意
している。  具体的には、実際に調査を行う調査員に対
して、統計調査の説明会等の機会をとらえて、個人情報
の重要性はもちろんのこと、調査で使用する名簿や調査
票等の取扱いや調査の際に知り得た情報についても、そ
の秘密の保護が図られるよう周知している。一方、市民
の方には、調査に協力していただくためにも、調査内容
は統計資料以外の目的に使用しないことや調査で知り得
た情報は他に漏らさないことを十分説明した上で協力い
ただいているところである。

広報田辺等の広報業務や
未来ポスト等の広聴業務
を実施するに当たり、常
に市民の人権の尊重や個
人情報の保護を念頭に置
いて取り組んでいる。
また、市ホームページに
おける個人情報の保護の
取扱いや防災行政無線の
放送内容については、今
後とも十分な注意を払う
必要がある。
  統計調査における個人
情報の保護については、
現在のところ守られてい
ると考えているが、今後
も情報の漏えいが発生し
ないよう細心の注意が必
要である。
  また、社会全体で個人
情報の保護については過
敏になりすぎていること
もあり、調査に協力を得
られにくい状況となって
いることから、調査の実
施にあたっては個人情報
の保護を十分説明し理解
を得る必要がある。

平成２４年度も継続実施。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

自治振興課 すべての職員が平素から左記各事業について常に留意し
ながら業務の遂行に努めた。

市民活動係、市民生活係
共に、市民と直接接触す
る機会の多い部署として
所管事務の遂行に当た
り、左記の取組各項目を
積極的に推進した。

平成２４年度も継続予定。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

総務課 朝礼等の機会を捉えて、相手の立場に立った応対など人
権尊重を意識した業務の遂行を徹底し、課内全員で取り
組んだ。

今後とも、人権尊重の立場に
立った業務の遂行に取り組
む。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

同上 ☐相手の立場に立った応対に心がける。
☐性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

情報政策課 課員それぞれが、事業内容を理解し、実行できるよう職
員対象の研修に参加するなど取り組みをおこなった。

今後とも、各課員がそれぞれ
事業内容に掲げられた各項目
を念頭に取り組む。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☐性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

南部・西部・
芳養センター

利用者・相談者の年齢層の幅が広く言葉のコミュニケー
ションに十分注意して対応している。
利用者・相談者の連絡先や内容について個人情報を厳守
している。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☐性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☐情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

市民課 市役所の一番最初の窓口として、お客様のニーズを的確
につかみ、気持ちよく用件をすませられるような応対を
心がけた。

さまざまなお客様がいる
なかで、トラブルがあっ
た場合はその内容を共有
して今後の対応にいか
す。

今後も継続する。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

産業政策課 産業政策課においては、企業誘致及びマーケティング活
動等、対外的な業務が主流となっているため、年間を通
して不特定多数の方々との交渉・協議が多くなってい
る。そのため、各課での共通取組となる標記事項につい
ては、十分に認識し、かつ、積極的に取り組んでいる。

鋭意継続して取り組む。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☐職場内で人権についての学習を深める。

都市整備課 日々の業務において、性別にかかわりなく、個性や能
力、意欲が十分発揮することができる明るい職場を形成
されるよう心がけつつ、情報の提供や個人情報の保護な
ど、常に市民の人権の尊重を念頭に置き相手の立場に
立った応対に心がけている。

概ね日々達成出来ている
ので評価できる。

今後も業務内容柄から情報の
提供や個人情報の保護など、
常に市民の人権の尊重を念頭
に置き相手の立場に立った応
対が必要である。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☐性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☐情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

土木課 市民からの土木行政に対する様々な要望や苦情に対し、
相手側の身になった対応を心がけ、また公正な対応に努
めた。

引き続き継続。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

生涯学習課 各地区公民館における地域住民の方々への対応や、中央
公民館での窓口及び電話での対応の際には、相手の立場
を尊重した対応に心がけるとともに、個人情報の保護等
にも配慮するようにしている。また、できる限り、研修
の機会を活用し、人権問題に関する認識を深めるように
するとともに、特に公民館主事については、各公民館の
人権学習会への出席を、研修の機会としている。

人権問題を総合的・体系
的に学習するための機会
を作る必要がある。

できる限り機会を捉えて、研
修を行うものとする。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☐情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

学校教育課 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☐情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

一人一人が、人権意識の
向上に努め、よりよい職
場づくりに努めた。

平成２４年度も継続予定

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☐性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

スポーツ振興
課

窓口、電話、現場での対応の際には、相手の立場に立っ
た対応に心がけるとともに、体育施設への人権に関する
落書きが発生しないよう各施設の見回りなどに努めてい
る。（平成２３年度中　人権に関わる落書き件数０件）

特になし。 引き続き継続

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

健康増進課 相手の立場に立った応対に心がける。
性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮する
ことができる明るい職場づくりに取り組む。
情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の尊
重を念頭に置き取り組む。
職場内で人権についての学習を深める。

窓口や事業実施時の対応
については、常に職場内
で相手の立場に立ったも
のであるか職員同士で確
認しながら取り組んでい
る。
個人情報の提供について
は、条例に沿った対応を
実施している。

窓口、事業実施時は、市民の
立場に立った対応を今後も徹
底していく。
個人情報の取り扱いについて
は十分に留意し、提供資料の
返却を徹底し、保護に努め
る。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☑情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

子育て推進課 左記のすべてに取組を進めた。 平成２４年度も継続予定。

同上 ☑相手の立場に立った応対に心がける。
☐性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☐情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
☑職場内で人権についての学習を深める。

やすらぎ対策
課障害福祉室

下記の研修会等への参加により、現在の障害者の置かれ
た状況等の理解、障害者の生活支援・就労支援の方法の
修得、各障害別の特質等の理解につながり、窓口等で相
談を受ける際の参考となっている。
①自立支援協議会の全体会議での研修会や定例会議での
事例検討への参加。
②自立支援協議会での先進地視察への参加
③社会福祉法人等が主催する各種研修、フォーラム等
（地域移行推進フォーラム、障害者の就労支援セミ
ナー）への参加
④サマースクール　など

各団体等が開催する研修
会等へ参加することによ
り、スキルアップにつな
がっている。

今後も、機会があれば、積極
的に参加を促していく。

同上 ☐相手の立場に立った応対に心がける。
☑性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
☐情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

消防総務課 男性職員、女性職員を仕分けすることなく、同じ業務を
遂行した。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

取組の確認 市民憲章の精神をまちづくりに生かしていくため、各課
でどのようなことに気をつけて、行政の推進に取り組ん
でいるかを確認する。

人権推進課 田辺市人権施策推進計画の進捗状況を把握することで、
各課で人権のどのようなことに気をつけて、行政の推進
に取り組んでいるかを確認した。

平成２４年度も継続実施。

市民憲章の朗読 「人権を守り、たがいに助け合い、明るく平和なまちを
つくります。」とうたっている市民憲章の精神を尊重
し、実践する為、田辺市自治会連絡協議会総会、田辺町
内会連絡協議会総会等自治会活動の場において、参加者
全員による市民憲章の朗読を行う。

自治振興課 田辺町内会連絡協議会及び田辺市自治会連絡協議会総会
資料裏表紙に市民憲章を印刷し全会員に配布。
　・田辺町内会連絡協議会　　　８７組織
　・田辺市自治会連絡協議会　２１７組織
田辺町内会連絡協議会及び田辺市自治会連絡協議会総会
冒頭において市民憲章の唱和を行う。
　・田辺町内会連絡協議会　　　７２名出席
　・田辺市自治会連絡協議会　　５７名出席

市民憲章の朗読により、
地域自治組織における人
権意識の高揚と全市一体
となった普及促進活動を
実施できた。
問題、課題等は特にな
し。

平成２４年度も継続予定。

要援護者の支援対
策

自治会等に対し要援護者名簿を提供することで援護を必
要とする方々の所在等を把握していただき、万一の有事
の際はもとより、日ごろからも地域の要援護者支援対策
に活用していただくとともに、地域防災体制の充実を図
る。

防災対策課 平成２２年度より「田辺市災害時要援護者避難支援プラ
ン（全体計画）」に基づき、記載事項を拡大した要援護
者名簿を民生委員児童委員各位の多大なご協力により作
成（更新）した。なお、提供実績は９６自治会等となっ
ている。

要援護者が存在する自治
会等のうち約４５％の自
治会等に名簿を提供でき
た。この名簿について
は、災害時のみならず平
常時においても、要援護
者支援の一つの手段とし
て活用していただけるよ
う、さらに啓発に努める
必要がある。また、多種
多様な災害に対応するた
めには、要援護者本人の
意向を尊重しつつ、地域
の実情に応じた取組やコ
ミュニケーションづくり
が課題となっている。

要援護者が存在するすべての
自治会等に名簿を提供するこ
とにより、要援護者対策の更
なる充実を図る予定。

わかりやすいパン
フレットの作成

パンフレットの作成にあたり、専門用語を使いつつわか
りやすい表現をし、子供からお年寄りの方までわかりや
すい内容とし、小・中学校の教材や自由研究の資料とし
て活用できるようなパンフレットを作成する。

高速道路室 平成23年２月に、田辺・西牟婁整備促進協議会におい
て、パンフレットを作成した際、専門用語を使いつつも
わかりやすい表現を考え、新たにイラストを加えるなど
し、子どもからお年寄りの方までわかりやすい内容とし
ました。また、小・中学校の教材や総合学習・自由研究
の資料として活用できるようなパンフレット作りを行い
ました。

高速道路が田辺市まで開
通し身近なものとなった
こともあり、高速道路が
地域にもたらす効果・役
割を多くの方に知ってい
ただくにも有効であると
思われる。
しかし、パンフレット

の配布先が行政や関係機
関になりがちであり、今
後はより幅広い広報活動
が必要と思われる。

平成２４年度も継続予定。パ
ンフレットや啓発グッズの作
成を継続して行うとともに、
市のホ－ムページにも反映さ
せ、より多くの人々に周知し
ていく。

人権に配慮した企
業誘致

企業誘致活動においては、地域との連携を重視し、人権
や環境を大切にする企業の誘致に努める。

産業政策課 平成２３年度において、地域との連携を重視し、人権や
環境を大切にする企業の誘致に取り組んだ。

平成２４年度も継続予定。

交流推進事業 常に人権尊重を基本として、「交流推進事業」に取り組
む。特に「人を思いやる心」を常に念頭に置き、相手方
関連団体との連携を図る。

産業政策課 常に人権尊重を基本として、「交流推進事業」に取り組
む。特に「人を思いやる心」を常に念頭に置き、相手方
関連団体との連携を図った。

平成２４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

相談者や要保護者
等の人権尊重

生活保護の対象者は、高齢や障害・傷病等で就労が困難
であるなど、何らかの理由で生活に困窮されている方々
であり、担当職員一人ひとりが常に相談者や要保護者等
の人権を第一に考えるとともに、相手の立場に立って対
応するよう、係内会議等を通じて常に研修と研鑽に努め
る。

福祉課 随時開催しているケース検討会などの係内会議等の機会
を捉え、職員相互に研修を実施しているほか、福祉に携
わる者として社会福祉主事の資格を取るなど、その資質
の向上に努めた。また、職場内外における人権に関する
研修、講演会に参加するように努めた。

生活保護に市民の関心が
高まる中、担当職員には
常に、相手の人権を尊重
した対応が求められてい
る。

平成２４年度も継続実施。

　　３．人権教育・啓発の推進

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人を大切にする教
育の推進

人権教育担当者会・管理職研修会及び定例学校訪問等を
利用し、各学校・園に対して「人を大切にする教育」の
全体計画に基づき、人権教育をより積極的に展開するよ
う指導する。
また、各学校・園では教育計画に基づき、道徳をはじめ
とした全教育活動を通して人権教育を実践し、児童生徒
の人権意識の向上に努める。

学校教育課 ・平成２３年５月から平成２４年１月にかけ、定例学校
訪問を実施し、その中で人権教育を積極的に展開するよ
う指導した。
・平成２３年１０月２１日に人権教育主任者会（参加者
４７人）、平成２３年９月には校長会・教頭会（参加者
計約８０人）を実施し、人権教育に積極的に取り組むよ
う指導した。

研修会等を通じて、各学
校に指導することができ
た。また、各学校では教
育計画に基づき人権教育
を推進しており、児童生
徒の人権意識の向上を図
ることができた。しか
し、近年インターネット
上への書き込みによる問
題など、新たな課題も上
がっている。

平成２４年度も継続予定。

同上 各公民館において、「人を大切にする教育」に基づき人
権教育をより積極的に展開するよう、公民館長、生涯学
習（人権）推進員、公民館主事に対して指導を行う。

生涯学習課 公民館長・主事会議を年２回、分館長会議を１回、主
事会を９回、生涯学習（人権）推進員の会議を年に２回
実施し、その中で、「人を大切にする教育」基本方針
と、基本計画の内容を確認し、それに基づいた教育啓発
活動を展開するよう、意思統一を行った。

「人を大切にする教育」
基本方針と基本計画を、
確認することにより、統
一した考え方に基づいた
事業展開を図ることがで
きた。

今後とも、あらゆる機会をと
らえて、「人を大切にする教
育」基本方針と、基本計画に
ついては、確認の取組を行っ
ていくものとする。

人権お話し会 小中学生各校代表者により、人権作文の発表会と講演会
を開催。

本宮行政局総
務課

平成２３年度は台風１２号の影響により本宮管内が甚大
な被害を受けたため、中止となったが、各小中学校から
選ばれた人権作文を綴り、作文集として本宮管内の各戸
へ配布を行った。

各小中学校において人権
教育の一環として人権作
文に取り組んでいただい
た。各校全校児童、生徒
を会場まで輸送する手段
がなく、参加して頂けな
いことが今後の課題で
す。

平成２４年度も開催予定。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

公民館 地域別人
権学習会

市内の各公民館がそれぞれの地域において、人権の重要
課題に対する基本的な認識を十分踏まえながら、市民一
人ひとりが人権課題を発見し、身の回りにある具体的な
人権課題の解決に結びつくような人権学習会を開催す
る。
開催にあたっては、公民館長と公民館主事が、生涯学習
(人権)推進員と協議し、公民館区ごとに各種団体・機関
等の協力を得ながら人権学習実行委員会を組織して、学
習会の企画・運営等について協議する。

生涯学習課 本年度は、３３会場での開催で、延べ２，５６０名の
市民の参加があった。田辺市全体としてテーマを、「防
災と人権」ということに統一した。しかし、必ずしも、
テーマをこれに合わせる必要はなく、地域に独自の課題
があれば、それによる別のテーマ設定でも可能とした。
結果、統一テーマである「防災と人権」を学習課題に取
り上げた地域が比較的多くあった。また、地域の各種団
体を網羅した実行委員会組織を立ち上げ、相当な回数の
会議を重ね議論を深めた上で、人権学習会を開催すると
いうスタイルが定着している地域もあった。

会場数、参加者数とも、
ここ数年と比較すると災
害への関心の高まりによ
り増加した。引き続き館
長、主事と生涯学習（人
権）推進員、人権擁護連
盟理事が連携を図り、地
域住民の参画を得た実行
委員会組織を作り、地域
の人権課題について十分
協議した上で、学習の企
画・立案・実行に移すと
いう取組を大切にする必
要がある。そして、館
長、主事、生涯学習（人
権）推進員の研修や、相
談業務、教材の提供や講
師の派遣など、地域の取
組を支えるための、生涯
学習課の支援も必要と
なっている。

平成２４年度も「防災と人
権」を全市的なテーマとする
が、このことに囚われること
なく地域の状況を大切にした
テーマも取り上げ、実行委員
会の組織を中心に地域別人権
学習会を開催していくものと
する。

企業・各種団体等
での人権啓発

企業の評価を、経済的な面だけでなく、人権尊重や環境
保護などの視点から評価する動きも一般的になってき
た。このような状況下で、企業からの講師派遣の要望に
基づき、指導員を講師として派遣する。

人権推進課 平成２３年度は５企業・団体から要望があり、２２５名
を対象に人権啓発を行った。「モラルと人権」、「企業
の社会的責任（ＣＳＲ）」、「人権のための同和問題に
ついて考える」など内容は多彩。

大規模企業からの要望が
中心で、中小企業からの
要望が無い。

平成２４年度も継続実施。

各種団体等での人
権啓発

各種団体での人権学習・啓発については、派遣要望に応
じて人権推進課指導員を派遣する。また、市の人権行政
について講座を希望する場合は、課長等が講師を務め
る。

人権推進課 市の学びあい講座では、「田辺市人権施策基本方針」を
主に説明予定であったが、平成２３年度は派遣実績な
し。

人権については、学びあ
い講座での要望は少な
い。

平成２４年度も継続予定。

田辺市企業人権推
進協議会

本協議会は、雇用者の人権を尊重し、企業内における人
権教育及び啓発の取組を推進するため、関係機関等との
連携を密にし、企業活動における人権課題の解決に資す
ることを目的として、「会員相互の連絡連携」、「企業
内人権教育及び啓発の推進」、「雇用の安定を図るため
の調査、研修及び指導」などを行う。

商工振興課 平成２３年度の事業計画に基づき、研修会を実施した。
【平成２３年度事業計画】
１．明るく働きがいのある職場づくりを目指して、各事
業所が自主的、主体的に研修機会をもてるよう啓発活動
を推進します。
２．企業内人権啓発を推進すべく、市人権推進課との連
携の下、講師の依頼、啓発ビデオの提供等企業内研修会
の開催を支援し、また、各種研修会の案内と参加の呼び
かけに努めます。
３．人権啓発に係る国や県等関係機関との連携を図り、
人権啓発のための推進体制の充実に努めます。
☆総会時には人権施策推進に関係するパンフレットや各
種資料などを配付した。
☆総会時（平成２３年６月３日）の研修会
　［講演］
　演題「企業の社会的責任について」
　講師　朝井　正喜氏（元　田辺市人権推進課指導員）

現在、会員が５１企業あ
り、７参与会員ととも
に、昭和５８年度から平
成２３年度までに、延べ
４５５企業、２８，４４
０人の参加により企業内
研修が行われてきた。近
年、企業内研修を開催し
ている企業数は、年間７
～１２企業になってきて
いるが、今後とも継続し
て実施していくことが効
果に繋がっていくものと
考える。

市内の企業全てが協議会の会
員となっているわけではない
ため、今後の協議会の運営も
含めて、事業内容について検
討を重ね、来年度以降も継続
して実施していく予定であ
る。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

職員向け人権及び
男女共同参画研修
の実施

４月１日 新採用職員研修（前期）、10月１日 新採用
職員研修（後期）のカリキュラム内において「人権教
育・啓発の推進について」及び「男女共同参画社会づく
りの推進について」と題して研修を実施する。新規採用
職員研修、一般職員一次研修、一般職員二次研修でのカ
リキュラムにおいて「人権研修」を実施する。

総務課 ◆市で実施：
４月１日 「新採用職員研修（前期）」［受講者数 １
９人］のカリキュラムにおいて「人権教育・啓発の推進
について」及び「男女共同参画社会づくりの推進につい
て」と題した研修を実施済み。
◆和歌山県市町村職員研修協議会が実施：
４月１３日－１５日 「新規採用職員研修」（対象者：
新採職員）［受講者数　１１人］
５月１０日－５月１２日「一般職員基礎研修」（対象
者：５年以内の者）［受講者数　３人］
６月８日－１０日「一般職員一次研修」（対象者：５年
程度の者）［受講者数　４人］
６月２３日 「職場研修（人権研修）指導者養成研修」
[受講者数　２人]
７月６日－８日 「一般職員二次研修」（対象者：８
年以上の者）［受講者数　１１人］
８月４日－５日 「人権研修」（対象者：係長級）[受
講者数１６８人]

人権に関する意識の向上
が図られる。

定期的、計画的に実施してい
く。

田辺市教育委員会
人権教育主任者研
修会

本市における人権教育推進の中心的な役割を担う教員の
育成を目的として、人権教育担当者会を実施する。
教職員の人権意識の向上を図るために、各学校では実状
に応じて人権教育研修を行うよう指導する。

学校教育課 ・人権教育担当者会（和歌山県教育委員会主催）を平成
２３年６月７日に実施。各学校の実践発表を通じて、人
権教育に関する指導方法の充実を図った。（参加者４３
人）
・人権教育リーダー養成研修（和歌山県教育委員会主
催）に本市から２名の教員を派遣した。
・平成２３年１０月２１日に人権教育主任者会を実施
（参加者 ４７人）。情報モラルに関する研修を深め
た。

教職員の人権意識を向上
させることにより、児童
生徒一人一人の人権意識
を高める取り組みにつな
げている。

平成２４年度も継続予定。

田辺市民生児童委
員協議会研修会

民生委員・児童委員は、その活動にあたって、個人の人
格を尊重することはもとより、基本的人権に関する正し
い理解と認識に基づき活動を進めていくことが基本とな
る。本協議会では、こうした人権意識の高揚を図るた
め、年に１回は人権学習会の開催または他機関が開催す
る人権講演会等への参加に努める。

福祉課 和歌山県民生委員児童委員協議会主催の下記研修に参
加、人権意識の高揚に努めた。
平成２３年６月９～１０日 会長副会長研修会参加３６
名　　人権ビデオ研修「クリームパン」鑑賞
平成２３年１１月２２日 主任児童委員研修会参加２０
名 講義「子どもも大人もともに育ち、育てあう共有
コミュニティ」のあとグループ協議
平成２４年３月２日 新任民生委員児童委員研修会
参加５名 人権ビデオ研修「人権に向き合うための６
つの素材」鑑賞

県民協主催の研修会での
人権学習を通じ、民生委
員活動の基本となる個人
の人格の尊重や人権意識
についての修養を図るこ
とができた。独自の人権
研修の機会は設けられな
かったが、平成２３年度
は児童虐待防止のための
オレンジリボンの着用と
「あかちゃん訪問」事業
の取組を継続実施した。

継続して人権学習、児童虐待
防止活動に取り組む。

警察職員との連携 警察から要望に応じて人権推進課指導員の派遣等を実施
する。

人権推進課 警察への派遣実績なし。 県の組織でもあり、現実
的には警察との連携は難
しいと思われる。

要望があれば対応。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

交通安全対策事
業、田辺市暴力追
放協議会事業、田
辺地区防犯協議会
事業

市民の基本的人権の根底となる生命を守り、安全・安心
な生活を保持するため、警察署との緊密な連携を図りな
がら、交通安全対策事業（街頭啓発・指導等）及び暴力
追放活動（決起集会・パレード等）並びに防犯活動（紀
伊田辺駅前におけるマナーアップキャンペーン等）を行
う。

自治振興課 ■交通安全対策事業
①行政機関や民間の各種関係機関等で組織する「交通事
故をなくする田辺市民運動推進協議会」で、春（５月１
日～２０日）・秋（９月２１日～３０日）の全国交通安
全運動期間及び夏（７月１１日～２０日）・年末（１２
月１日～１０日）の交通事故防止県民運動時に広報・啓
発活動を実施。
・５月１１日、市役所前にて交通安全運動決起集会を実
施。また、大塔総合文化会館にて交通安全教室を開催し
た。行政局管内での街頭啓発は雨で中止となり、研修会
等で啓発物品を配布。
・７月１１日、旧市内のスーパー、龍神行政局前、中辺
路町元ＪＲバス栗栖川駅前、大塔体育館前、世界遺産本
宮大社前にて街頭啓発（啓発物品配布）。
・９月２１日、市施設、事業所、各種研修会で啓発物品
を配布。（台風１２号被災の影響で、街頭啓発が中止と
なったため）
・１２月１日、龍神行政局前、中辺路町内学校周辺、大
塔体育館前、世界遺産本宮大社前にて街頭啓発。
・１２月５日、旧市内のスーパーにて街頭啓発。

■交通安全対策事業
高齢者がかかわる交通事
故が多発していることか
ら、事故防止のための事
業を実施する必要があ
る。

■交通安全対策事業
①既存事業 平成２４年度も
継続予定。
②新規事業 平成２５年度か
ら田辺警察署と共同開催して
いる高齢者対象の「交通安全
大学事業」を旧市内で実施予
定。（旧市内２５人程度を予
定）

■田辺市暴力追放協議会事業
・７月２１日、田辺市暴力追放協議会総会を開催（約８
０人が出席）。議事終了後、田辺警察署生活安全刑事課
西ノ課長代理による講演「最近の暴力団情勢について」
を実施した。
・１０月１８日、田辺市暴力追放決起集会及び街頭啓発
パレードを実施した。決起集会では、落語家笑福亭松枝
さんによる講演会「悪は進化します！負けるな！善良市
民」を開催（約４００人が参加）。その後、扇ヶ浜カッ
パークからＪＲ紀伊田辺駅まで街頭啓発パレードを実施
した。。

■田辺市暴力追放協議会
事業
すべての暴力をなくすた
めの本事業を引き続き実
施する必要がある。

■田辺市暴力追放協議会事業
今年度も継続予定。

■田辺地区防犯協議会事業
・田辺警察署（生活安全刑事課生活安全係）を中心に、
振り込め詐欺防止対策等の犯罪防止啓発を実施した。

■田辺地区防犯協議会事
業
振り込め詐欺等の犯罪者
集団や、悪質商法業者か
ら、高齢者が狙われるこ
とが多いことから、被害
防止のための事業を実施
する必要がある。

■田辺地区防犯協議会事業
今年度も継続予定。
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　　4．相談支援体制の推進

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権相談 市民の人権に関わる相談に応じ、適切な指導助言を行
う。

人権推進課 相談件数は10件あり、女性問題、障害者問題関係、誹謗
中傷問題等である。必要に応じて、関係機関との連携や
適切な助言に努めた。

利用者が、安心かつ容易
に利用できる相談体制づ
くりが必要。

平成２４年度も継続実施。

登記・相続・人権
相談

法務大臣の委嘱による田辺部会所属の人権擁護委員が相
談員となって実施する。（旧田辺では年４回、龍神年６
回、中辺路・大塔・本宮では各年２回実施）

人権推進課 旧田辺では年４回、龍神年６回、中辺路・大塔・本宮で
は各々年２回実施した。

特設相談での人権相談は
少ないのが現状である。

平成２４年度も継続実施。

女性電話相談 女性が抱える様々な悩みに電話による相談を実施する。
（月曜日から金曜日　午前９時～正午まで）

男女共同参画
推進室

平成２３年度は１８７件の相談があった。相談者から
は、人間関係の悩み、配偶者・パートナーとの悩み、暮
らしにかかわる悩みなどが寄せられ、問題の解決に向け
て自己決定ができるよう支援を行った。

悩みを誰にも打ち明ける
ことができずに一人で抱
え込み苦しんでいる相談
者に対して、その傷つい
た心を癒すことができ
た。また、まず一歩を踏
み出すことができるよう
相談者の気持ちに寄り添
いながら問題の整理をし
自己選択できるように支
援しているので、「一人
ひとりが大切にされ、幸
せを実感できるまちづく
り」への貢献度は高いと
思われる。

平成２４年度も継続実施。

隣保館相談事業 地域住民に対し、生活上の相談・人権に関わる相談に応
じ適切な助言指導を行う。

南部･西部･芳
養センター

毎月一回、和歌山県就職促進相談員による職業相談や市
の保健師による健康相談を実施した。地域住民から日常
生活においての相談（市営住宅への入居や環境整備に関
すること、介護予防、福祉に関することなど）があっ
た。

市営住宅、介護予防、福
祉の相談では関係担当部
署との連携を深め迅速に
対応出来るよう取り組
む。

平成２４年度も継続実施。

市民法律相談 市民が抱える法的措置の可能な相談について、法律専門
家である弁護士が具体的なアドバイスや解決策を与える
無料法律相談を毎月、月曜（原則）に開催する。

自治振興課 平成２３年度は４４回（本庁３６回、４行政局各2回）
の開催で延べ２４８名の市民から相談を受けた。別紙資
料１参照。

市民が専門家から法的解
決策を教わることができ
る便利な制度である。ま
た、問題を抱える市民の
多くは、経済的にも決し
て余裕があると言えず、
経済的に余裕がない法的
弱者救済の観点からも、
安心して暮らせるまちづ
くりへの貢献は高いと思
われる。

平成２４年度も継続実施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

消費生活・市民相
談

多重債務や悪質商法、その他法的措置の必要な市民生活
に関わる相談ごとについて、市民が身近に立ち寄ること
のできる消費生活・市民相談を実施し、市民が抱えるそ
れぞれの課題を解決できるように助言・指導等を行う。

自治振興課 平成２３年度は、延べ２４９件の相談がありました。そ
の内、消費関係の相談は４３件（１７．３％）、多重債
務関係の相談は１６件（６．４％）、合計５９件（２
３．７％）です。別紙資料１参照。

問題解決のための助言や
情報提供、啓発活動を行
うことにより、市民の意
識高揚やトラブル防止が
図られ、安全で安心なま
ちづくりに寄与すること
ができた。
しかしながら、生活形態
が多種多様化する中で、
相談内容には複数の要因
が複雑に絡み合っている
ものも少なくなく、これ
らの要因を解きほぐして
整理し、相談者自身が解
決のための手段を主体的
に選択できるよう、迅速
かつ、きめ細やかな対応
を行っていかなければな
らない。そういったこと
から相談窓口機能の更な
る充実を図るため、関係
機関との協力・連携を進
めるとともに、担当職員
の資質向上に努める必要
がある。

平成２４年度も継続実施。
また、担当職員の資質向上を
図るため、独自の研修会を開
催するとともに、その他研修
会への積極的な参加に努め
る。

一般健康相談 一般健康相談については、各保健センター、西部セン
ター、南部センター、芳養センター、地域の集会所等で
定期的に実施する。また、課では電話及び窓口相談を随
時行う。

健康増進課 一般健康相談は、西部センター（デイサービスセン
ター）、南部センター、芳養児童センター、地域の集会
所等で定期的に実施した。
健康増進課、行政局住民福祉課では、電話及び窓口相談
を平日に随時実施した。
・巡回型健康相談１１５回　延参加者数１,０６３人
・窓口相談、電話相談（随時）　　　　　　５５人
・各種イベント　　　６回　　　　　　２４３人
・台風１２号の豪雨災害による避難所及び仮設住宅の巡
回相談１１７回　　　　　　５７９人
内容：糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病
予防に関する相談や歯周疾患予防、骨粗鬆症予防、禁煙
相談や健康に関する相談等を実施した。

窓口相談・電話相談に
は、保健師・管理栄養士
とも随時相談対応してい
る。
巡回相談は定例的に実施
しているが、参加者が固
定され６５歳以上の高齢
者が多い。
台風１２号の豪雨災害に
よる避難所及び仮設住宅
に巡回し、健康相談を継
続して実施した。

平成２４年度も継続実施。健
康相談の日程案内を市広報紙
等で啓発し、関係機関との連
携を図り参加者数の拡充を図
るとともに内容の充実に努め
る。

家庭児童相談 児童とその家庭からの子どもの養育、心身の発育、非
行、不登校、家庭環境等,あらゆる悩みの相談、児童虐
待の相談や通報の受け付け、学校、児童相談所等、関係
機関との連絡調整及び指導を所内及び家庭訪問により行
う。

子育て推進課 土日、祝祭日を除き、午前８時３０分から午後５時まで
市民総合センター内家庭児童相談室において電話又は来
所面接により、４名の家庭児童相談員が対応。ケースに
よっては相談員が該当世帯宅を訪問し面接を行った。年
間延べ相談件数９1４件。別紙資料２参照。

養育者の育児不安の解消
等、心理的な負担を軽減
出来た。また、児童虐待
の相談、通告に対し、関
係機関と連携し対応する
ことが出来た。

平成24年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

ひきこもり相談 ひきこもり状態にある青年期の若者及び家族への訪問、
電話、メールでの相談を実施し、家族会、本人を支え社
会参加を促します。

健康増進課 基本的には家族相談は月１回、本人への定期相談は２週
間に１回、訪問は月１回～２回、関係機関や他課と連携
しながら行います。
電話相談　　　１５６件
来所面談　　　２６７件
メール相談　　　　１１件
訪問　　　　　　１２２件
合計　　　　　　５５６件（相談実件数　６０件）

専任の職員を配置し、随
時相談に対応できるよう
な体制を整えている。関
係機関と定期的に検討会
を開催し連携を図ってお
り、新しい支援団体も参
加している。自助会等の
自主活動が活発に行われ
ていない。相談に繋がっ
ているのは対象者の一部
で、何割かは潜在してい
ると思われる。

対象者の内、ある程度把握で
きる教育関係機関との連携を
さらに密にし、対象者の予想
を行っていくとともに、早期
支援につながる体制作りを強
化します。求められる新しい
資源の構築にネットワークで
取り組んでいきます。

子育て相談 子育てについて相談を窓口及び電話で実施する。
初めて親になった方を対象のすくすく教室で心配ごと相
談を実施する。
乳幼児健診・相談時に個別に育児相談を実施する。

健康増進課 すくすく教室で育児に関する心配ごと相談を実施した。
子育て相談窓口として、電話や来所での相談を実施し
た。
乳幼児健診・相談時に個別に育児相談を実施した。

すくすく教室では、実施
後のアンケートによる評
判もよく、日頃悩んでい
ることを共有し解消した
り、仲間づくりの場にも
なっている。
子育て相談では、赤ちゃ
んとのかかわりなど身近
な相談を気軽に受けても
らえるよう努めている。

すくすく教室では第１子を対
象に案内を送付しているが、
ハイリスク親子の教室参加等
を促す機会の検討や個別での
対応が必要である。
電話相談では、限られた情報
で適切な助言ができたか評価
できないため、必要に応じ訪
問事業で対応していく。

障害者相談支援事
業

障害児者、その家族および関係者からの相談の窓口とし
て、平成２０年４月から、「田辺市障害児・者相談支援
センター ゆめふる」を設置し、障害の種別（身体障
害、知的障害、精神障害、発達障害）に関係なく相談を
受けることができる体制へと整備を行った。
４法人（田辺市社協、ふたば福祉会、やおき福祉会、県
福祉事業団）から担当者（相談支援専門員）が常駐し、
市民から気軽に利用してもらえる窓口となるよう、障害
福祉室及び各法人が連携を取り、運営に努めている。

やすらぎ対策
課障害福祉室

引き続き、４法人から担当者が常駐し、障害の種別に関
係なく相談を受けている。
また、行政局管内の在住者にも、気軽に相談ができるよ
うに、月１回各行政局で相談日を設けている。
平成２３年度実績数（はなまる相談を含む。）
身体障害４９６件、重症心身障害２件、知的障害９７５
件、高次脳機能障害４８件、精神障害１，９２８件、発
達障害７２２件、不明・その他３７２件 合計４，５
４３件　別紙資料３参照。

ゆめふるの設置によっ
て、担当者の連携を図る
ことができ、困難ケース
への対応にプラスとなっ
ている。
４法人の一部は、周辺自
治体と同事業での委託契
約を個々に結んでいるた
め、田辺市と他自治体の
相談を分けにくくなって
いる面があることから、
広域での委託が可能かど
うかを他自治体の担当者
とともに協議をしたが、
平成２４年４月からの制
度改正による状況把握を
しないと広域での委託が
妥当かどうかが分からな
いという意見が多く、改
めて検討することになっ
ている。

予定されていた障害者自立支
援法の廃止が法律名の変更と
内容の見直しとなり、２４通
常国会で可決成立し、平成２
５年４月から順次施行される
予定となっている。今後も、
広域での委託とあわせて、今
後の相談体制について関係者
と協議していく予定。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

自殺対策について 自殺対策として、今年度は次の事業を実施。
①自殺対策に関係する庁内の連絡会議の立ち上げ
自殺につながる可能性のある健康問題、家庭問題（子

育て・教育・介護等）、経済・生活問題（仕事・多重債
務等）等それぞれの問題に取り組む。
関係部課の担当者が参加する組織を立ち上げる。将来

的には、市以外の公共機関や民間の組織を加えたネット
ワークを組織する予定。
②関係者を対象とした研修会・講演会の開催。
③市民啓発用のパンフレットの作成・配布。

やすらぎ対策
課障害福祉室

①庁内連絡会議の開催　年間３回
②講演会の開催
　・自立支援協議会研修会
　・自殺対策強化月間講演会（H24.3.3） ４９人参加
③自殺対策強化月間市民啓発
　・市行政窓口での啓発物品等の配布（３月中）
　・街頭啓発（H24.3.1)　市内３箇所

田辺市の平成２２年の
人口10万人に対する自殺
者数は２９．１人で、前
年度よりも減ったが、県
内９市の中では２位と
なっている(別紙資料
４)。また、県全体(25.0
人)、全国(23.4人)と比較
しても高い数値となって
いることから、田辺市と
してなんらかの対策が必
要となっている。

24年度以降は、田辺市として
の自殺対策の基本方針の作
成、民間組織を加えたネット
ワーク組織の立ち上げを行
い、自殺率を下げる取組を行
ないたい。

不登校児相談 不登校問題に関する相談窓口を適応指導教室に設け、随
時、電話相談や面接相談を行う。また、不登校児童生徒
に対しては、各学校との連携のもと適応指導教室への通
級指導や家庭訪問等を行い対応する。

学校教育課 平成２３年度適応指導教室通室生（２１名）。通室生の
状態について在籍校と連携を密にしながら、学校支援や
体験活動を行った。

様々な問題を抱える児童
生徒が増加し、不登校の
要因も多様化しており適
応指導教室の役割がさら
に重要になってきてい
る。

平成２４年度も継続実施。

こころの健康相談 家庭・職場などで人権を侵害されたなどによる人間関係
やストレスによる様々な悩みや不安、精神疾患など「こ
ころの病気」に関する相談を保健師（保健所と協力）に
より実施する。

龍神行政局住
民福祉課

５８回（延べ人員７１人 実人員２１人・・・いずれも
家庭訪問数を含む）のこころの健康相談を実施した。
精神的に不安定な人へのケアをサポートする事例が多
かった。

平成２４年度も継続実施。

　　5．同和問題

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

「同和問題」啓発 「同和問題」を含めた研修会・講演会等の実施に向けた
検討を行う。「同和運動推進月間」等、啓発の機会をと
らえて他の人権課題とともに「同和問題」についての啓
発（資料提供）を行う。

人権推進課 平成２３年１１月２５日（土）に人権擁護連盟理事研修
会が開催され「熊野文化と人権パート３」として「水平
の行者 栗須七郎～その思想と実践の軌跡～」が講演さ
れた。「同和運動推進月間」には、「同和問題」に係る
啓発物品の配布を行った。

平成２４年度も継続実施。

「住宅新築資金等
貸付金」にかかる
償還業務

同和対策事業の一つである「住宅新築資金等貸付金」に
ついての経緯や目的を正しく理解して、個人情報等の取
扱いに細心の注意を払いながら取り組む。

人権推進課 同和対策事業の一環として、居住環境の整備改善を図る
ために個人に貸付した資金の回収業務であり、貸付金は
２５年の償還となっている。償還指導を行う中で、貸付
金の回収を行なった。長期に亘り貸付金が回収できない
場合は、法的手続や債権放棄などの整理を検討してい
く。

２５年という償還期間は
長く、その間、借受人の
中には、収入減、死亡・
病気などにより、相当数
の貸付金に滞納が発生し
ている。

将来の特別会計の閉鎖に向け
た検討を行う。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

地域交流事業 地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリェーショ
ン、教養・文化活動等地域住民の交流を図るために、生
花教室、茶道教室、健康体操教室、パソコン教室などを
実施する。

南部･西部･芳
養センター

南部センター ：生花教室・手話教室・健康体操教室・
歌の集い・グランドゴルフ教室・ステンシル教室・ゲー
トボール大会・人権学習会・防災学習会・夏の子どもを
守る運動懇話会・補導巡回事業・町内美化運動などを実
施した。
西部センター ：生花教室・編物教室・パソコン教室・
グランドゴルフ教室・ソフトボール大会・カラオケ大
会・防災学習会・人権学習会・天神町教育を進める会事
業などを実施した。
芳養センター ：生花教室・着付教室・健康体操教室・
自主防災事業などを実施した。

地域住民参加の教室を開
催することにより周辺住
民との交流の輪が広がっ
てきている。受講者数は
横ばいである。

事業継続及び広報活動の充実
に努め、受講者数の増加をは
かる。

各学校での教育活
動、管理職研修
会、人権教育担当
者会、初任者研修
会

・児童生徒
田辺市教育委員会が策定している「人を大切にする教
育」の基本方針を基に、人権教育の充実を図るよう各学
校・園に指導する。特に同和問題に関しては、社会科を
中心に教育活動全体を通じて、正しい知識と認識を深め
るよう指導を行う。
・教職員
人権教育担当者会や初任者研修会及び管理職研修会など
を通して、「人を大切にする教育」の基本方針について
の研修を深め、同和問題を含めた人権教育の充実を図る
よう指導する。

学校教育課 児童生徒
・各学校において、「人を大切にする教育」の全体計画
を作成し、実情に応じて人権教育を推進した。

教職員
・平成２３年５月から平成２４年１月にかけ、市内全幼
稚園（４園）及び小中学校（４５校）を定例訪問し、人
権教育を積極的に展開するよう指導した。
・平成２３年１０月２１日に人権教育主任者会を実施
（参加者 ４７人）。平成２３年９月には校長会・教頭
会（参加者約８０人）、また平成２３年７月末には初任
者研修を実施し、教職員の人権意識の向上と、人権教育
の積極的な推進に向け指導した。

教職員の人権意識の向上
を図ることにより、より
充実した「人を大切にす
る教育」を推進すること
ができた。

平成２４年度も継続的指導。

　　６．女性の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種講座・講演会
等の啓発活動

男女共同参画に関する各種講座・講演会を開催し、固定
的な性別役割分担意識の見直しを図る。

男女共同参画
推進室

○講座・講演会等を開催した。
男女共同参画講演会（参加者４９名）、男女共同参画

パネルディスカッション（参加者２４名）、料理教室
（２回開催 参加者３７名）、男女共同参画ワーク
ショップ（参加者２２名）、再就職支援講座（２回開催
参加者２０名）、ストレス・コーピング講座（参加者６
４名）、地域サポート講座（１回開催 参加者２４
名）、男女共同参画防災講演会（参加者５７名）。

男女共同参画に関する各
種講座・講演会を開催す
ることにより、固定的な
性別役割分担意識の見直
しや、様々な分野の活動
に男女が共に参画するこ
とができる男女共同参画
意識の向上が図られた。

平成２４年度も継続実施。

16



事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

審議会等委員への
女性の参画促進

市役所各課における審議会等委員会への女性比率目標を
３０％とするとともに、女性委員のいない審議会等の解
消に努める。（女性の登用率は、２６．３％（平成２０
年４月現在））

男女共同参画
推進室

平成２３年度の田辺市における審議会等委員会の女性比
率は、２９．０％となった。

昨年度と比較して１．１
ポイント増加した。しか
し、委員構成が充て職と
なっている場合、その職
に就いている女性が少な
い。審議会等委員会の審
議内容に関する知識・経
験を有する女性の専門家
が少ない。各種団体から
推薦される委員はその団
体の会長等役職者がほと
んどであるため女性の参
画が進まないなどの問題
点がある。

平成２４年度も公募制度の導
入や、各種団体の役職にかか
わらず女性の適任者を推薦し
ていただくなど、女性の視点
が市の施策等に反映されるよ
う、引き続き女性比率目標達
成に向け取組を推進する。

ＤＶやセクシュア
ル・ハラスメント
を防止するための
啓発活動

ＤＶやセクシュアル・ハラスメントを防止するための啓
発活動を行う。

男女共同参画
推進室

○ＤＶを防止するため啓発活動を実施した。
・男女共同参画啓発誌「ゆう」にDVに関する記事を掲

載した。（年４回発行）。
・「女性に対する暴力をなくす運動期間」に当たり、

スーパーマーケットで街頭啓発をするとともに、「広報
田辺」１１月号にDVに関する記事を掲載した。
・ＤＶ被害に対する相談機関に関するリーフレットを

案内カウンターに配置し提供した。

○セクシュアル・ハラスメントを防止するため啓発活動
を実施した。
・“悩んでいませんか？職場でのセクシュアル・ハラ

スメント”等セクシュアル・ハラスメントに関する冊子
を案内カウンターに配置し提供した。

「女性に対する暴力をな
くす運動期間」にあた
り、「広報田辺」におい
ても記事掲載をすること
により人権侵害であるＤ
Ｖについての認識を広め
ることができた。

平成２４年度も継続実施。

女性電話相談
（再掲）

女性が抱える様々な悩みに電話による相談を実施する。
（月曜日から金曜日　午前９時～正午まで）

男女共同参画
推進室

　4．相談支援体制の推進（12ページ）を参照

「田辺市男女共同
参画プラン」の推
進

田辺市における男女共同参画に関する施策を総合的・計
画的に推進していくために、「田辺市男女共同参画プラ
ン」に基づいて、各施策の取組を推進する。

男女共同参画
推進室

各課においては男女共同参画社会の実現に向け、具体的
施策として掲げた個々の施策の推進に取り組んだ。ま
た、平成２２年度の進捗状況を点検・評価することによ
り進行管理を行った。

概ね男女共同参画プラン
に沿った取組ができてい
る。

平成２４年度も継続実施。男
女共同参画に関する施策の重
要事項を審議する男女共同参
画懇話会からいただいた意見
を施策に反映させる。

住民基本台帳事務
における支援措置

ＤＶ及びストーカー行為等の被害者に係る閲覧請求及び
住民票の交付請求並びに戸籍の附票の交付請求に関し
て、被害者の住所を探索することを防止し保護する。

市民課 ＤＶ及びストーカー行為等の被害者に係る閲覧請求及
び、住民票・戸籍附票の交付請求に関して、加害者が被
害者の住所を探索することを防止し、保護する。

対象者が増加の傾向にあ
る。

保護対象者の住民票等の交付
については、今後もより注意
深く対応していく。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

女性消防分団の設
立

団本部付けの女性消防団員の採用を行い、平成２１年度
以降で、女性消防分団を設立する。

消防総務課 平成２１年４月１日に女性消防分団を設立した。 これまでの消防団は男性
中心の組織であったが、
時代に即した新しい消防
団として、その活動に女
性の能力を生かせる体制
ができた。
消防団活動は、災害に

直接対処するだけでな
く、高齢者や地域社会に
対する予防活動を重視し
なければならないように
なっており、このような
社会的背景の中、女性消
防団員の活躍が大いに期
待される。

平成２１年度完了。

田辺消防署へ女性
消防吏員用仮眠室
等の設置

田辺消防署庁舎を改築し、女性消防吏員用仮眠室、浴
室、便所等を設置し、女性消防吏員を配置する。

消防総務課 特になし。 田辺消防署へ女性消防吏
員用仮眠室等を設置した
ことで、就業できる消防
署が増加し、男性と同様
に勤務に就くことが可能
となった。

他の消防庁舎についても同様
の施設整備が必要である。

女性消防団員の火
災予防啓発活動、
救急講習活動等の
充実

女性の能力を生かした火災予防啓発活動や救急講習活動
等を実施する。

消防総務課 救急講習　２０回　延べ７１名
防火指導　　７回　延べ３３名
街頭広報　　２回　延べ１４名
防火診断　　５回　延べ１６名

　消防団活動は、災害に
直接対処するだけでな
く、高齢者や地域社会に
対する予防活動を重視し
なければならないように
なっており、このような
社会的背景の中、女性消
防団員の活躍が大いに期
待される。また、救急講
習指導員としての知識及
び技術の向上を図る必要
がある。

平成２４年度も継続実施。

　　７．子どもの人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

たなべ人権フェス
ティバル

子どもたちに人権の根幹となる豊かな感性を育成するた
め、発達段階に応じた子ども向けのミュージカル（就学
前・小学生低学年が主な対象）を開催する。

人権推進課 平成２４年３月４日（日）に、第一部「歌のおねえさん
とみんなの輪」、第二部ミュージカル「笠地蔵」の内容
で開催。参加者約１，２００名。

就学前、小学生低学年を
主な対象とした市全体の
事業として効果があり、
希望者も多い。

平成２４年度も継続実施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

児童館活動（子ど
もを育成する活
動）

児童館では子どもの異年齢による集団遊びや各種活動等
を通して、子どもの協調性や社会性を育成するとともに
子どもたちが命を大切にすることや人を思いやる心、仲
間意識を育成するための活動を意識的に行う。

田辺市児童館 ・野外活動 キャンプ、ハイキング、畑づくり、自然観
察会、わくわくお泊り会
・スポーツ活動 グランドゴルフ大会、カヌー教室、
ドッジボール大会、ちびっこ相撲大会、キンボール教
室、 ミニバスケット教室、健康づくりと護身教室、
Let'sDANCE（ダンス教室）、卓球大会、バスピン大会、
バドミントン大会
・文化活動 料理教室、おやつ作り、工作教室、オセロ
大会、もちつき会、こま回し大会、人形劇、文化祭、館
祭り、英語で遊ぼう、外国文化にふれる会、本の読み聞
かせ、おり紙教室、生花教室、茶道教室、七夕の集い
クリスマス会、ちゃれんじ教室、手話教室、手作りおも
ちゃと作り教室、おもしろ体験あそび広場
・学習活動　計算教室、自主学習、学びの部屋
・奉仕活動　公園清掃、福祉施設での奉仕
・サークル活動　中学生クラブ
･ 広報活動 児童館だよりの発刊、田辺市ホームページ
掲載、各種案内ビラ

放課後や土曜日・休日に
定例活動や行事活動等を
実施することができた。
また、毎月の児童館だよ
りや田辺市のホームペー
ジ掲載など校区全体に情
報を発信しており、多く
の子どもが児童館活動に
参加している。また、子
どもが安心して遊べる場
「居場所」として、親の
意識に定着している。
しかし、少子化や学校週
５日制に伴い放課後時間
が短くなったこと、趣味
の多様化により児童館の
利用者が減少傾向にあ
り、特に中学生の利用は
学校行事、クラブ活動、
塾などがあり小学生に比
べても少ない状況であ
る。また、田辺市には三
児童館があるが、その活
動範囲は各館１小学校
区、１中学校区に限ら
れ、田辺市すべての子ど
もを対象とすることが困
難である。

平成２４年度も継続実施。

児童館活動（地域
活動を推進する活
動）

学校や隣保館、地域の各種団体と連携し、地域ぐるみで
子どもを守り育てる活動・ネットワークづくりを児童館
が中心的な役割を持ちながら積極的に進める。また、子
どもクラブ等の活動を支援するとともに、リーダーの育
成に取り組む。

田辺市児童館 南部センターフェスティバルの開催
夏の子どもを守る運動懇話会の開催
夏の巡回補導実施
児童館まつり開催
田二小校内バスピン大会協力
リーダー講習会開催
天神町教育を進める会事業(盆踊り、公園清掃実施他)
西部サマーキャンプの実施
みんなでつくる夕涼み会実施

地域にある市の施設と連
携をしながら町内会や関
係団体と共に児童館まつ
り、南部センターフェス
ティバルや盆踊り大会、
夏の子どもを守る運動等
に取り組むことができ
た。人と人のつながりを
大切にしながらの子ども
を中心に据えた活動は、
すべての人が安心して暮
らせる地域づくり、人づ
くりにつながると考え
る。地域の拠点として児
童館が中心的な役割を果
す中で、関係機関と連携
しながら地域の子どもと
大人、大人と大人を結び
つけていく活動を今後、
より進めていくことが大
切である。また、子供ク
ラブ活動への協力・支援
を通して、リーダー育成
に努めていくことが大切
である。

平成２４年度も継続実施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

児童館活動（人権
教育総合推進事
業）

校区全体を視野に入れながら、子どもの基礎学力向上、
基本的生活習慣の確立、進路の保障や地域で子育てを支
援するための取り組みをより進める。

田辺市児童館 ・地域子育てシンポジウム
・子育て講演会
・乳幼児教室
・親子料理教室
・高校訪問　など

地区の子どもの持つ課題
（学力課題・生活課題）
について、地域・学校・
行政が連携しながら取組
が進められている。地区
の子どもの課題において
は、親の生活との関わり
が大きく、課題のある家
庭については改善されに
くい。

平成２４年度も継続実施。

体験活動の実施 児童生徒の「豊かな心」の育成と人権意識の向上を図る
為に、教育活動の中に体験的活動を積極的に取り入れ
る。

学校教育課 市内全中学校２年生を対象に、５日程度の職場体験学習
を実施。市内殆どの小学校（５年生）において宿泊体験
を実施。また各学校の実情に応じて、福祉体験活動及び
自然体験活動などを取り入れた。
田辺市立鮎川小学校において、和歌山県主催の「子ども
農山漁村南北交流プロジェクト」により宿泊体験を実施
した。また、緑育推進事業として三里小、栗栖川小で
「森林体験」を実施した。

様々な体験活動を取り入
れることにより、児童生
徒に豊かな心を育成する
ことができた。また、体
験活動を実施する際には
安全対策を充分にとるこ
とが大切である。

平成２４年度も継続実施。

体罰やいじめの根
絶

児童生徒一人一人に対してよりきめ細やかな指導ができ
るよう各学校に指導する。

学校教育課 各学校の実情に応じて、アンケート調査や児童会・生徒
会活動を中心にきめ細やかな指導を行った。
発生件数は、別紙資料５「いじめ等の発生状況」のとお
り。

各学校の取組により、大
きな生徒指導上の問題は
発生しなかった。

平成２４年度も継続実施。

児童問題対策地域
協議会の設置運
営、子どもの虐待
防止講演会

児童問題対策地域協議会において「児童虐待」防止につ
いてケース検証会議等を開催する。また同会主催で11月
の児童虐待防止月間中に「子どもの虐待防止講演会」を
開催する。

子育て推進課 和歌山県・里親センター等の主催で行われた「フォーラ
ム２０１２ 支えよう！この子たち＜児童虐待と社会的
養護＞」を後援した。参加者１１２名。

講演会については「児
童虐待」という専門的な
テーマであることから、
参加者は関係者が大半を
占めている。一般市民の
参加がほとんどないこと
から、今後さらに広報を
する必要がある。

平成２４年度も継続予定。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

児童館活動（子育
て家庭を支援する
活動）

子育ての中で悩みや孤立感を感じる保護者に対して、教
育相談を行う。また、子育て講座を実施し、家庭教育の
充実を図るとともに関係機関と連携し、子育て家庭を支
援する活動を行う。また、乳幼児と保護者を対象にフ
リースペースちびっこを開設し、子どもが安心して遊べ
る場、子どもや保護者の交流の場を提供する。

田辺市児童館 月二回教育相談の日を位置づけて実施。
学校や関係機関と連携して定期的な家庭訪問の実施。
子育て講座や集いの実施。
乳幼児と保護者を対象にフリースペースちびっこを開設
し、子どもが安心して遊べる場、子どもや保護者の交流
の場の提供。
館内会議（保育所、小学校、中学校、児童館）。

教育相談の日を位置づけ
実施することができまし
た。相談家庭や課題のあ
る家庭については、学校
や関係機関と連携を取り
ながら定期的に家庭訪問
を行い、担任や保護者と
話し合いを進めていま
す。また、就学前の乳幼
児と保護者を対象にフ
リースペースちびっこを
開設しており、子どもや
保護者の遊びや交流の場
となっています。地域に
よってフリースペースち
びっこの利用状況が異
なっており、利用数が減
少傾向にあります。

平成２４年度も継続実施。

「田辺市次世代育
成支援行動計画」
に基づいた施策の
推進

平成１７年度に、平成１７年度から２１年度のまでの５
年間の前期計画として策定した。田辺市が少子化社会に
対応して、今後目指していくまちづくりの具体的な施策
について取りまとめている。行動計画においては、目標
事業量の設定、個々の事業の推進状況の点検・評価によ
り進行管理を行い、地域の事情や特性に応じた事業や
サービスのあり方を検討し、効果的な事業実施を進め
る。

子育て推進課 田辺市次世代育成支援行動計画に基づく事業について、
事業実施所管課において評価・検証を行った。また、新
規事業または事業拡充の検討を行い、新たな事業実施等
につながっている。

少子化対策に向けた事業
を実施している。

平成２４年度も継続予定。

子育てしやすい環
境づくり

安心して子どもを生み育てやすい環境を整え、子どもを
心身ともに健やかに育てるため、思春期、妊娠期から子
育て期に健診・相談・健康教育等の事業を実施する。

健康増進課 ・思春期ふれあい体験学習
・田辺市一般不妊治療費助成事業、田辺市特定不妊治療
費助成事業
・田辺市妊婦健康診査費助成事業、田辺市里帰り等妊婦
健康診査費助成事業
・マタニティスクール、パパママ教室
・妊婦訪問、こんにちは赤ちゃん事業（新生児訪問含
む）、乳幼児訪問
・乳幼児健診・相談事業
・育児学級、親子教室
・発達相談
・予防接種事業

こんにちは赤ちゃん事業
は全戸訪問を目指し、訪
問率は９割を超えていま
すが、依然として訪問で
きない家庭がある。健
診・相談事業では、子ど
もの健やかな発達を促
し、病気や障害の予防と
早期発見、早期療育のた
め、受診率、接種率向上
に努め、高い受診率を得
られた。
妊婦検診に係る経済的負
担の軽減を図ることで、
妊婦の健康管理を充実す
ることができた。
発達等に課題のある児童
の相談体制や就学に向け
ての支援のため、５歳児
アンケート及び発達相談
事業を全５歳児を対象に
実施した。

こんにちは赤ちゃん事業の訪
問率向上に努める。
虐待予防の観点から、訪問等
で検診未受診者の状況把握に
努める。
発達等に課題のある児童の相
談体制や就学に向けての支援
を充実していく。

21



　　８．高齢者の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

住民バス運行事業
の再編整備

過疎地（公共交通不便地域）における、交通弱者等の日
常生活の利便向上を図ることを目的に、地域住民の交通
手段の確保に努める。

企画広報課 田辺市における公共交通施策の再構築に関する調査に
おいて、田辺市の公共交通再編に向けた方向性が明確化
され、結果、平成20年度に龍神行政局から日高川町川原
河間、平成21年度には、大塔行政局管内の鮎川から三
川・富里地域間において路線バスの廃止に伴い、住民バ
スの運行を開始した。その中で特に大塔地域において、
これまで路線バスが運行していなかった五味・木守・保
の平地区等を運行することで、公共交通不便地域の一定
の解消が図られるとともに、地域住民の交通手段が一定
確保された。

田辺市における公共交通
施策の再構築に関する調
査において、田辺市の公
共交通再編に向けた方向
性が明確化され、結果、
龍神行政局から日高川町
川原河間と、大塔地域の
鮎川から三川・富里地域
間の住民バス運行が実現
した。
課題としては、他の地域
における移動手段の効率
化とサービスの拡充が求
められている。

田辺市における公共交通施策
の再構築に関する調査結果に
基づき、順次効果的かつ効率
的な交通システム導入を検討
する。

田辺市高齢者虐待
防止ネットワーク
委員会の開催

地域包括支援センターの業務である権利擁護事業の中
で、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による虐待
を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に
実施するため、関係機関と連携し、高齢者虐待防止ネッ
トワーク委員会を開催する。

やすらぎ対策
課

平成２３年７月２８日、平成２４年３月１５日に委員会
を開催した。また、平成２３年８月２日には個別ケース
検討会を開催した。

対応の施策に関して庁内
の関係課などの他、警
察、介護事業所、医療機
関などの関係機関との連
携ができてきている。ま
た、養護老人ホームへの
避難、成年後見市長申立
などで進歩が見られる。
虐待か否かの判定をきち
んと行っていく仕組みづ
くりが課題。

１０月に施行される障害者虐
待防止法を受けて、平成２４
年度より「田辺市高齢者・障
害者虐待防止ネットワーク委
員会」として設置する。また
現在、高齢者の緊急対応の必
要なケースでの特別養護老人
ホームへの一時避難に関し、
事業の検討中で、今年度中に
整備の見通し。

隣保館デイ・サー
ビス事業

障害者及び高齢者等の自立を助長し生きがいを高めるた
めに、創作・軽作業、日常生活訓練等を行う。

南部･西部･芳
養センター

デイ・サービスセンターに設置しているヘルストロンや
健康器具を利用した機能回復訓練、高齢者の歩行訓練を
実施した。
南部センター：南部デイクラブ （月１回介護予防のた
めの講座や歩行訓練など）
西部センター：高齢者の福祉の増進を図るための配食
サービスを年１回実施した。

デイサービスセンターの
利用者数は広報啓発等に
より増加している。

より多くの方に利用してもら
えるように、広く啓発してい
く。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

高齢者の生きがい
と健康づくり推進
事業

高齢者が家族・地域等社会の各分野で、豊かな経験と知
識・技能を生かし、高齢者の生きがいと社会参加を促進
するため、５つの老人クラブ連合会と委託契約を結んで
老人クラブの活動を基本に実施する。

やすらぎ対策
課

旧田辺市については連合会及び地区毎に、旧町村につい
ては連合会毎に下記の事業等を実施。

・グラウンドゴルフ大会１０回、　計　約７００名参加
・演芸大会３回　計　約５５０名（観客含）参加
・カラオケ大会１回　２００名（観客含）参加
・陶芸体験教室１回　２０名　参加
・趣味の会２回　計　約１５０名参加
・ボウリング大会２回　計６３名　参加
・手芸教室１回　２８名　参加
・フラワーアレンジメント１回　４０名　参加

高齢者の生きがいと健康
づくりには欠かせない事
業である。
事業については、趣向

を凝らした取組が行われ
継続実施している事業が
多い。

平成２４年度も継続予定。

紙おむつ等購入費
支給事業

要介護１～３に認定され、かつ常時失禁がある等、紙お
むつ使用の必要性が認められる市民税非課税世帯に属す
る要介護者を現に在宅で介護している家族等に介護用品
購入費を支給する。

やすらぎ対策
課

延べ３２７件、３，８０３，６１５円支給。 高齢者とその家族の経済
的負担を軽減できたと思
われる。

平成２４年度も継続予定。

家族介護用品購入
費支給事業

要介護４または５に認定されている市民税非課税世帯に
属する要介護者を現に在宅で介護している家族等に介護
用品購入費を支給する。

やすらぎ対策
課

延べ３７２件、８，４６６，０２６円支給。 高齢者とその家族の経済
的負担を軽減できたと思
われる。

平成２４年度も継続予定。

家族介護慰労事業 要介護４または５に認定され、市民税非課税世帯の在宅
介護者が、過去１年間介護サービスを受けなかった場合
に、現に介護している家族に慰労金10万円を贈呈する。

やすらぎ対策
課

１００，０００円×４名＝４００，０００円支給。 当該家族の身体的、精神
的及び経済的負担の軽
減、要介護高齢者の在宅
生活の維持及び向上を図
れたと思われる。

平成２４年度も継続予定。

23



事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

緊急通報装置貸与
事業

市内のひとり暮らしの高齢者及び身体障害者に対し、緊
急通報装置を貸与することにより、急病又は災害等の緊
急時に迅速かつ適切な対応を図る。

やすらぎ対策
課

市内のひとり暮らしの高齢者及び身体障害者に対し、緊
急通報装置を貸与することにより、急病又は災害等の緊
急時に迅速かつ適切な対応を図る。
緊急通報装置は、利用者が緊急ボタンを押すことにより
消防署へ通報され、必要に応じ消防暑から利用者の近所
に住んでいる協力員へ連絡される。

ひとり暮らしの高齢者等
が近所に住む協力員の協
力により、安心して生活
が送れる。

平成２４年度も継続予定。

徘徊高齢者家族支
援サービス事業

徘徊行動が認められる認知症高齢者を介護する家族に対
し、徘徊高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシステ
ムを利用し、その居場所を伝えることで事故を未然に防
止し、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。

やすらぎ対策
課

徘徊行動が認められる認知症高齢者を介護する家族に対
し、徘徊高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシステ
ムを利用し、その居場所を伝えることで事故を未然に防
止し、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
徘徊高齢者が探索器を所持することにより、現在位置が
確認できる。

介護する家族の身体的・
精神的負担が軽減されて
いる。

平成２４年度も継続予定。

田辺市シルバー人
材センター運営費
補助金の交付

高齢者の方々が長年培ってこられた知識・経験・技能を
活かし、福祉の受け手ではなく、地域社会の担い手とし
て生きいきと働く、あるいはボランティア活動をはじ
め、様々な社会活動の参加につなげるために補助金を交
付する。

やすらぎ対策
課

シルバー人材センターでは、定年退職後、常用雇用は望
まないが、自己の労働能力を活用することにより収入を
得るとともに、自らの生きがいの充実、社会参加を希望
する高齢者に対し、臨時的かつ短期的な仕事を組織的に
提供しています。また、高齢者の方々が長年培ってこら
れた知識・経験・技能を活かし、福祉の受け手ではな
く、地域社会の担い手として生きいきと働く、或いはボ
ランティア活動を始め、様々な社会活動の参加につなげ
ていただいている。本部を始め、各行政局管内の支部に
対する人件費補助を行った。

シルバー人材センターで
は、合併後は、各管区内
に支部を設け、地域住民
の方々に対し、安心して
支援を依頼していただけ
るよう努めていただいて
いる。

平成２４年度も継続予定。

田辺市長寿プラン
２００９に基づい
た施策の推進

高齢者が生きがいをもって、社会参加できる地域づく
り、高齢者の自立を支える福祉事業の地域づくり、高齢
者のQOLの向上、介護予防事業、介護保険事業の充実、
地域ケア体制の構築のため、次の取り組みを推進する。
　１．高齢者が生きがいづくり対策の推進
　２．高齢者総合サービス提供体制の推進
　３．介護予防事業の充実
　４．高齢者の権利を守る社会の実現
　５．介護保険制度の適正な管理運営

やすらぎ対策
課

○　田辺市高齢者福祉計画策定委員会の開催
　　開催数　２回
　　地域包括ケアシステム検討小委員会の開催
　　開催数　２回
○ 平成２４年度から２６年度までの計画である「田辺
市高齢者福祉計画」及び「田辺市第５次介護保険事業計
画」（田辺市長寿プラン２０１２）の策定作業を行っ
た。

田辺市長寿プラン２００
９を策定し、高齢者福祉
施策を総合的に推進して
きたところであるが、今
後も続く高齢化の進行に
伴い、医療ニーズの高い
高齢者や重度の要介護者
の増加に加え、単身や高
齢者のみの世帯の増加へ
の対応が課題となってい
る。

平成２３年度に策定した田辺
市長寿プラン２０１２を基本
とし、本市の高齢者福祉施策
の推進を図るとともに、安定
した介護保険制度の維持を図
る。

「都市計画マス
タープラン」の策
定

「田辺市高齢者保健福祉計画」及び「県の福祉のまちづ
くり条例」を考慮した都市計画マスタープランを平成２
２年３月に策定した。都市計画事業において計画段階か
らバリアフリーを盛り込む。

計画課 田辺市都市計画マスタープランに基づく、道路・公園等
の具体的な都市計画事業の推進。
・「三四六総合運動公園」及び「目良公園」の都市計

画公園事業の推進

このマスタープランにお
いて、バリアフリー・ユ
ニバーサルデザイン・市
民参画等に配慮した都市
計画を進めていく方針付
けを行っている。

今後も引き続き、この田辺市
都市計画マスタープランに基
づき、道路・公園等の具体的
な都市計画事業を推進して行
く。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

建築物の設計、改
修等

建築物の計画、改修時に「田辺市高齢者保健福祉計画」
及び「県の福祉のまちづくり条例」に基づきバリアフ
リー化を推進する。

計画課 「新庄小学校体育館」、「中芳養小学校体育館」、「田
辺市文化交流センターたなべる」の新築工事に際して、
「県の福祉のまちづくり条例」に基づき設計を行い、届
出を提出し工事完成。

条例によって、届出義務
のある建物は、条例の設
計指針に基づき設計を行
い届出を提出していま
す。それ以外の建物も、
可能な限り、条例の設計
指針に基づき設計を行
い、新築、改修を行って
おります。

新築、改修時の条例の設計指
針に基づく設計だけでなく、
既存の建物も「福祉のまちづ
くり条例」に基づいた改修を
行っていくように、各施設管
理者と打ち合わせて行く。

　　９．障害者の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

障害者週間にあわ
せた街頭啓発活動

障害者週間中（１２月３日から９日）に、自動車を使っ
た街頭宣伝活動を行うとともに、障害者団体と一緒に、
障害者施設が作った啓発グッズ等を配布し、障害者に対
する理解を深めてもらう活動を行う。

やすらぎ対策
課障害福祉室

平成２３年１２月５日に市内スーパー（田辺市２箇所、
上富田町２箇所、白浜町、すさみ町各１箇所、計６箇
所）の協力を得て実施。

聴覚障害者用の１
１９番通報用ファ
クシミリ等の運用

ファクシミリや電子メールを利用し、聴覚障害者からの
１１９番通報を受信するとともに、災害情報等を提供す
る。

消防総務課警
防室

別紙資料６「緊急通報装置等の利用状況」のとおり 運用上で特に問題や課題
はない。

平成２４年度以降も継続。

福祉的就労の場で
ある就労継続支
援、就労移行支援
を利用する障害者
に対する支援事業

本支援事業を利用する障害者に対して、就労意欲の向
上、個人負担の軽減のため、通所にかかる交通費と利用
者負担の一部を補助する事業を実施する。

やすらぎ対策
課障害福祉室

平成２３年度においても、通所にかかる交通費と利用者
負担の一部を補助する事業を実施した。

障害者の就労意欲の向
上、負担の軽減につな
がっている。

予定されていた障害者自立支
援法の廃止が法律名の変更と
内容の見直しとなり、２４通
常国会で可決成立し、平成２
５年４月から順次施行される
予定となっていることから、
その施行状況を見ながら対応
していく必要がある。

職員向け障害者研
修の実施

毎年８月にやすらぎ対策課主催による「障害児サマース
クール」に新採職員を参加させる。

総務課 平成２３年８月１日から９日の間に実施された「障害児
サマースクール」に新採職員１５名を参加させた。

障害者に対する意識の向
上が図られる。

定期的、計画的に参加させて
いく。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

障害者施設の建設
に対する市所有地
の提供

障害福祉計画では、施設入所者の一割以上が地域へ移行
する計画となっているため、地域移行の受け入れ先とし
て、グループホーム・ケアホームの確保や就労継続支
援・就労移行支援等の就労の場の確保が、これまで以上
に必要となってくる。
今後、社会福祉法人が、そうした施設の建設の場とし
て、市に協力を求めてきた場合には、芳養町田中の市所
有地を紹介し、提供する予定にしている。

やすらぎ対策
課障害福祉室

これまで貸与の申し出があった３法人については、平成
２２年度中に施設建設等が始まり、市との間で正式な土
地の貸借の契約を終えた。その結果、３法人４施設が障
害福祉施設の運営を行うこととなった。

ペットボトルリサ
イクル業務及び容
器包装プラスチッ
クリサイクル業務
の委託

プラスチック類をリサイクルすることにより、循環型社
会の推進と最終処分場の延命化を目的に『田辺市障害者
計画及び障害福祉計画』に基づき、市業務を障害者団体
への委託に努める。

廃棄物処理課 ペットボトルリサイクル業務と容器包装プラスチックリ
サイクル業務の委託を行った。

評価
一般就労への移行の促進
に寄与できている。平成
２２年度中、２名が一般
就労へ移行でき、更に平
成２３年度には１名が移
行できた。
問題点
現状、特になし。

平成２４年度も継続して委託
する。

「田辺市障害者計
画」及び「障害福
祉計画」に基づい
た施策の推進

平成１９年３月に、１８年度から２３年度までの６年間
の計画として策定した。
障害者計画において、田辺市における障害者施策全般に
かかわる理念や基本的な方針、目標を定めている。
障害福祉計画では、田辺市における障害福祉サービスを
どの程度確保していく必要があるのかを年度ごとにその
数値を示し、その推進に努める。

やすらぎ対策
課障害福祉室

障害福祉計画は第２期計画の３年目であり、別紙資料７
のとおりの実績となった。

各障害福祉サービスの見
込量の達成ができるよう
に、市と障害福祉サービ
ス提供事業者等関係者と
の連携が課題。

引き続き、計画の推進に取り
組むが、現在の計画は２３年
度までである。障害福祉計画
は平成２３年度中に策定済み
であるが、障害者計画は平成
２４年度に策定する予定にし
ている。

「田辺市バリアフ
リー基本構想」の
推進

基本構想におけるＪＲ紀伊田辺駅、市役所本庁、市民総
合センター及び紀南文化会館とそれらの施設を結ぶ主な
道路のバリアフリー化を推進する。

やすらぎ対策
課障害福祉室

①バス会社の低床バスの購入 龍神自動車：乗合バス１
８台中６台購入 明光バス：乗合バス３７台中１０台購
入

バリアフリー基本構想
に、短期期間（平成２２
年まで）に示された計画
がほぼ予定通り実施でき
た。

23年度以降は中期(23年～
27年)、長期(27年～)に位置
付けられた整備となるが、具
体的な計画が少なくなってき
ており、主なものは、中心市
街地活性化計画での紀伊田辺
駅前広場の整備にあたっての
バリアフリー、田辺大通りの
歩道の改修等で、担当者と連
携を図り対応する。

ＪＲ紀伊田辺駅の
バリアフリー化推
進事業

ＪＲ紀伊田辺駅の跨線橋（一般自由通路）に沿わせる形
で、新しくホームをつなぐエレベーターを完備（各ホー
ム１基の計２基）した跨線橋を新設することにより、バ
リアフリー化を実現する。
本事業においては、エレベーターの他、手摺り、誘導ブ
ロック、音声案内システム、ホーム便所等の整備もあわ
せて行う。

企画広報課 平成２０年度に、エレベーターを完備（各ホーム１基の
計２基）した跨線橋を新設。
併せて、階段手摺り、誘導ブロック、音声案内システム
等の整備も行い、バリアフリー化を図った。
平成２１年度は、ホームに多目的便所を設置しバリアフ
リー化を図った。

長年の課題が解消し、田
辺市のバリアフリー施策
の主要事業として評価で
きる。

平成21年度において完了。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

「都市計画マス
タープラン」の策
定
（再掲）

「田辺市障害者計画」並びに「田辺市障害福祉計画」及
び「県の福祉のまちづくり条例」を考慮した都市計画マ
スタープランを平成２２年３月に策定した。都市計画事
業において計画段階からバリアフリーを盛り込む。

計画課 　８．高齢者の人権（24ページ）を参照

社会体育施設のバ
リアフリー化に向
けた整備

市内の社会体育施設において、障害者が車椅子での利用
が出来るように、スロープ等、可能な限り施設の整備充
実を図る。

スポーツ振興
課

平成２３年度中の施設整備においては、バリアフリー化
に関する該当は無し。

施設利用者の利便性の向
上を図るため、順次施設
整備を進めているが、市
内全般的に老朽化が進ん
でいる施設が多いため、
充分な対応ができていな
い。

施設整備にあたっては、ユニ
バーサルデザインやバリアフ
リー化に留意し、障害を持た
れた方が利用しやすい施設整
備に心掛ける。

建築物の設計、改
修等
（再掲）

建築物の計画、改修時に「田辺市障害者計画」並びに
「田辺市障害福祉計画」及び「県の福祉のまちづくり条
例」に基づきバリアフリー化を推進する。

計画課 　８．高齢者の人権（25ページ）を参照

都市計画道路元町
新庄道路改良事業

道路改良事業に伴い、スムーズな交通移動手段の確保と
交通弱者への保護
　・車道拡幅工事
　・歩道設置工事

都市整備課 元町新庄線の道路改良（湊交差点からつぶり坂付近ま
で）に伴う関係権利者との契約交渉を行った。（県施
工）

海蔵寺地区内の道路整備
工事の完成に併せて、暫
定的な車歩道整備を行い
一方通行区間の解除を実
施したが、今後できるだ
け早期に本格的な車歩道
の整備が完成するように
県と連絡を密にして、共
に取り組んでいく必要が
ある。

平成２３年度からは、暫定的
な車歩道整備で一方通行区間
が解除されている箇所も含め
て本格的な整備を実施する予
定。

道路開設・改良工
事における歩行者
の安全な通行の推
進

市道改良工事にあたり、側溝・歩道等の段差解消・滑り
止め施行等、歩行者の安全を図る。

土木課 歩行者がより安全・安心して通行することが出来るよう
に、維持修繕により鋼製蓋等に滑り止めの設置、破損蓋
の改修等、また、老朽が進んだ側溝等には改良工事など
により対応を行った。

施工できた箇所について
は、一定の効果があった
と考えている。認定市道
が約１３５０kmあり、そ
れに付随する側溝以外の
排水路も多々あり限られ
た予算では、一気に解消
できない状況である。

昨年に引き続き、歩行者がよ
り安全に通行できるよう修繕
箇所については早期対応、改
良工事箇所については要望箇
所を順次予算化して取り組ん
で行く。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

西牟婁圏域自立支
援協議会の開催

本協議会は、福祉、教育、雇用の関係者(行政、事業者)
で構成し、地域のさまざまな障害福祉の課題について協
議し、それぞれのサービス提供事業者が連携のもと、効
果的で中立・公正なサービス提供ができるよう連携に努
める。

やすらぎ対策
課障害福祉室

年間２回の全体会議を開催（開催日：平成２３年８月３
０日、平成２４年３月２７日）し、自立支援協議会の定
着化をはかった。
また、西牟婁福祉圏域内（田辺市、みなべ町、白浜町、
上富田町、すさみ町）の障害者福祉施設の場所を地図に
落とした「障害福祉施設資源マップ」、障害福祉サービ
ス事業所を紹介するパンフレットを作成し、関係者に配
布した。

自立支援協議会の組織
後、専門部会として、
「発達障害部会」「障害
者就労支援部会」「地域
移行支援部会」を設置し
たが、全体会を含めた各
種会議（全体会、定例会
議、事務局会議及び専門
部会議）の効果的な開催
が課題。そのためには、
それぞれの会議の長と事
務局の体制整備が必要だ
が、自立支援協議会の法
的な位置付けが不透明な
問題もあり、困難な状況
がある。

引き続き、自立支援協議の定
着化を図る。

障害者虐待防止セ
ンタ
ーの設置

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関
する法律」が平成２４年１０月１日に施行されることになってい
る。障害者に対する虐待は障害者の尊厳を脅かすものであ
り、障害者の自立及び社会参加にとって、障害者に対する虐
待を防止することは極めて重要であることから、法律では、
国・地方公共団体及び国民の責務として、障害者に対する虐
待の禁止、予防及び早期発見、虐待を受けた障害者の保護
及び自立のための措置、養護者に対する支援等を定め、障
害者の権利利益の擁護に資することを目的としている。
障害者虐待を「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施
設従事者等による障害者虐待」及び「使用者による障害者虐
待」に分け、それぞれにおける虐待の防止措置を定めるとと
もに、就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関
を利用する障害者に対する虐待について、その防止等のた
めの措置を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者
に義務付けている。
また、市町村に対して、障害者の福祉に関する事務を所掌す
る部局又は当該市町村が設置する施設が、障害者虐待の対
応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」としての
機能を果たすよう整備することを求めている。委託も可能な
ため、田辺市としては、本年１０月から、田辺市障害児者相談
支援センター「ゆめふる」を「市町村障害者虐待防止セン
ター」としての機能を有する場所となるよう、現在、関係者と協
議をしている。

やすらぎ対策
課障害福祉室

これまでも、障害者の虐待
問題については、「ゆめふ
る」とともに対応してきた。今
回の法律の施行により、マ
ニュアル等の整備がされる
と思われることから、今後も
虐待防止に取り組む。
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　　１０．外国人の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺観光戦略推進
事業

・外国人対応レベルアップ
観光業者に対して、外国人（英語圏）が来訪した際、安
心して観光できるツールを整備する。具体的には、英語
が話せなくても必要な情報を伝達することが可能なコ
ミュニケーションツールを作成する。

観光振興課 外国人対応レベルアップの内容
■田辺観光戦略推進事業
・市内観光業者に対し外国人対応レベルアップ指導を行
う。

世界遺産登録後、増加す
る外国人来訪者に対して
言語、文化等の相違によ
る相互理解のため、語学
が苦手な方でも外国人に
対して接客出来る「指さ
しツール」の作成は内外
から高い評価を得てい
る。

継続して実施していきたい。

ＡＬＴの配置、小
学校での外国語活
動

小学校においては、外国語活動や特別活動、社会科等の
時間を通して国際理解に努める。また、中学校では、英
語科・社会科及び道徳・特活・総合的な学習の時間など
を利用して国際理解の教育を進める。
それに加え、ＡＬＴを田辺市内に６名配置し、発達段階
に応じた英語活動及び国際理解教育を進める。

学校教育課 小学校においては、外国語活動や特別活動、社会科等の
時間を通して国際理解に努めた。また、中学校では、英
語科・社会科及び道徳・特活・総合的な学習の時間など
を利用して国際理解の教育を進めた。
それに加え、市内に６名のＡＬＴを配置し、発達段階に
応じた英語活動及び国際理解教育を進めた。

ＡＬＴの活用により、外
国語活動及び英語教育が
充実し、国際理解教育が
定着してきた。新学習指
導要領では、今年度から
外国語活動が全面実施と
なった。それにともな
い、小学校の更なる外国
語活動（英語活動）の充
実・中学校英語科への接
続が課題である。

今後も継続して国際理解教育
を進めていく。

　　１１．感染症・難病患者等の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

妊婦、新成人への
普及・啓発

妊娠届出時に「性感染症に関する正しい知識について」
の副読本を配布し、普及と啓発を実施する。
成人式で新成人にエイズ予防パンフレット「話し合うエ
イズ」を全員に配布し、エイズに関する正しい知識の普
及と啓発を実施する。

健康増進課 妊娠届出時に「性感染症に関する正しい知識について」
の副読本を配布し、普及啓発した。
成人式で新成人にエイズ予防パンフレット「話し合うエ
イズ」を全員に配布し、エイズに関する正しい知識の普
及と啓発を実施した。

妊娠届出時に、感染症な
どについて、正しい知識
の普及・啓発をしてい
る。
青少年への普及啓発は、
関係機関との連携を図り
ながら取り組んでいる。

関係機関との連携を図りなが
ら継続的に取り組む。
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　　１２．刑を終えて出所した人の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺保護司会 田辺保護司会が、地域の犯罪や非行を防止するため実施
している更生保護活動を円滑に推進するため、財政的援
助を行う。
また、市民総合センター内「更生保護サポートセンター
」の行政財産使用料を一部免除している。

自治振興課 田辺保護司会の活動に対する補助金６９３千円を支出し
た。また、平成２１年より市民総合センター内に「更生
保護サポートセンター」を開設し、犯罪被害者の相談や
保護観察者の面接等を行っている。活動内容としては犯
罪や非行をした人に対する保護観察や社会復帰を果たせ
るように環境調整を行っている。また、「社会を明るく
する運動」を中心に犯罪や非行を未然に防ぐために啓発
活動を行っている。

平成１１年の保護司法の
改正により、法務大臣か
ら委嘱されている保護司
に関して、地方公共団体
との相互協力関係が規定
され、保護司が地方公共
団体の犯罪予防施策に協
力する者であることが明
記されている。全国的に
治安に対する不安が高ま
るなか、保護司の役割は
いっそう重要となってい
る。

継続的支援（補助）を予定。

更生保護法人和歌
山県更生保護協会

更生保護法人和歌山県更生保護協会が行う和歌山県内に
おける更生保護事業を推進するため、財政的援助を行
う。

自治振興課 昭和５１年に財団法人、平成８年より更生保護法人とし
て事業を行っている和歌山県更生保護協会に対する分担
金１２千円を支出した。

和歌山県内における刑務
所出所者等の更生保護を
必要とするもの（延べ１
２２名）への一時保護事
業、更生保護関係団体へ
の連絡助成事業、犯罪予
防活動などを行う。

継続的支援を予定。

　　１３．犯罪被害者等の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

公益社団法人紀の
国被害者支援セン
ター

公益社団法人紀の国被害者支援センターが行う犯罪被害
者及びその家族等への支援活動の促進を図るため、財政
的援助を行う。（もって、市民がそういった被害に遭っ
た場合の相談先の充実を図る。）

自治振興課 犯罪被害者やその家族に対する精神的支援を始めとする
各種支援活動(電話及び面接相談、病院や裁判所への付
き添い、国への給付金申請の直接支援、支援員の要請及
び研修、支援に関する啓発事業)を目的に、平成９年５
月にNPO法人として設立された民間団体である「公益社
団法人 紀の国被害者支援センター」の活動に対する補
助金２１３千円を支出した。

犯罪被害者基本法（Ｈ
17.4月施行）には、犯罪
被害者支援に関して、国
及び地方公共団体が講ず
べき基本施策が明示され
ており、その中に「民間
の団体に対する援助（法
第２０条）」が明記され
ている。「田辺市からの
相談も届いてます。」と
のことで、センターの活
動で間違いなく市内の被
害者等も救われている。

継続的支援（補助）を検討。
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　　１４．インターネット等による人権侵害等の問題

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

情 報 セ キ ュ リ
ティーポリシーの
見直し

平成１８年２月に内閣官房情報セキュリティーセンター
に事務局をおく情報セキュリティー政策会議が、策定し
た「第１次情報セキュリティー基本計画」において、
①情報セキュリティー確保にかかるガイドラインの見直
し等
②情報セキュリティー監査実施の推進
③（仮称）自治体情報共有・分析センターの創設促進
④職員の研修等の支援
を重点的に取り組んでいくことを位置づけた。
当市では、「地方自治体における情報セキュリティーポ
リシーに関するガイドライン」「地方自治体における情
報セキュリティー監査に関するガイドライン」の全面見
直しを受け、「情報セキュリティーポリシー」の見直し
作業を進める。

情報政策課 左記ガイドラインの全面見直しをうけ、この内容につい
て担当職員の研修参加等の取り組みを行った。

個人情報を預かる地方自
治体として、情報セキュ
リティー対策は住民に対
する行政の責任を果たす
という意味で、実施しな
ければならないものであ
る。

情報セキュリティー対策は、
ポリシー作成→実施手順策定
→内部監査→外部監査と、実
施されるが、庁内各課におけ
る事務量が膨大な量になると
予想されることから、実施内
容について十分調査研究を行
う必要がある。なお、情報セ
キュリティーポリシーの見直
しについては、平成２３年度
中の完了に向けて取り組んで
いる。

情 報 セ キ ュ リ
ティー対策への取
り組み

平成２４年４月に改正した「田辺市情報セキュリティー
ポリシー」の浸透とセキュリティー対策の徹底のため、
情報セキュリティー実施手順書（ハンドブック）の作成
及び職員研修（管理職・一般職）を実施する。

情報政策課 個人情報を預かる地方自
治体として、情報セキュ
リティー対策は住民に対
する行政の責任を果たす
という意味で、実施しな
ければならないものであ
る。

情報セキュリティー実施手順
書（ハンドブック）の作成及
び職員研修（管理職・一般
職）を予定しているが、研修
については、約９００人の職
員が対象となるため、実施時
期、実施方法等を研修担当部
署（総務課人事係）と協議し
ていく必要がある。

個人情報の流出防
止

市民の個人情報を取り扱っていることから、職場で知り
えた情報は庁外へ持ち出さないよう指導徹底する。

市民課 個人情報の流出防止のため、各種届出の受付の際に、他
の来庁者に知られないよう受付カウンターで臨席との間
に仕切りを設置したり、待合ロビーから少し離れたカウ
ンターを設置し、こみいった内容の相談等を受け付ける
スペースを設けた。

個人情報が庁外へ流出す
ることのないよう指導徹
底する。

平成２４年度も継続実施。

（電算システム関連）
行政手続のオンライン化に伴い、システムで管理してい
る個人情報の流出防止に努める。

スポーツ振興
課

平成２０年度より、「田辺市体育施設案内・予約システ
ム」としてＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロ
バイダ）方式で運用している。システム提供事業者は、
コンピューターシステムの開発・保守等を行っている業
者の中から選定し、システムは情報セキュリティマネジ
メントシステム（ＩＳＭＳ）認証を保持し、３６５日２
４時間監視している。また、市職員に関しては、施設貸
出業務に携わる職員にのみＩＤ・パスワードを付与し、
人事異動のたびにＩＤ等のメンテナンスを行っている。
平成２３年度末現在、２，０２８の個人・団体の登録が
あるが、現在までに情報が流出した事実は確認されてい
ない。

特に問題はない。 今後も引き続きシステムから
の情報が流出しないよう努め
る。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

管理職研修会、情
報担当者研修会

・情報モラル
児童生徒に対する指導に関しては、教育計画に基づき、
情報モラル教育の充実を図っていく。また、保護者に対
しては、教育講演会や学級懇談会、家庭訪問、三者面談
等を利用して、携帯電話の危険性と情報モラルについて
啓発活動を行う。
・情報流失防止
情報担当者研修会等で情報管理に関する研修を深め、情
報流失問題が発生しないように指導する。
・人権問題発生時の対応
人権問題発生時の対応マニュアルを各学校で作成し、人
権問題発生時の対応が迅速にできるよう指導する。

学校教育課 ・情報モラル
児童生徒に対する指導に関しては、各学校の実情に応じ
て、情報モラル教育の充実を図った。また、保護者に対
しても教育講演会や学級懇談会、家庭訪問、三者面談等
を利用して、携帯電話の危険性と情報モラルについて啓
発活動を行った。
・情報流失防止
管理職研修等を通じて情報管理に関する研修を深め、情
報流失問題が発生しないように指導した。
・人権問題発生時の対応
人権問題発生時の対応マニュアルを各学校で作成し、人
権問題発生時の対応が迅速にできるよう指導する。

携帯電話等、情報機器の
普及により、全国的に
様々な問題が報告されて
いる。そのため、本市に
おいても更なる情報モラ
ル教育の充実が必要であ
る。

平成２４年度も継続予定。

インターネット等
による差別表現対
応

インターネット掲示板等で差別表現を発見又は通報を受
けた場合、速やかに対応する。また、そのための体制を
整備する。
・和歌山県策定のマニュアルに沿って対応する。
・速やかにプロバイダ等への削除依頼ができるよう、法
務局・和歌山県・関係団体等との連携を図る。

人権推進課 市では、インターネット等による差別表現に関して連絡
を受けていない。

匿名性を利用したイン
ターネット上での人権侵
害については、啓発の必
要性がある。

平成２４年度も継続実施。

１５．様々な人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

該当事業なし
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